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令和８年度広島県市民後見人等養成研修委託業務 

業務委託提案書作成要領 

 

 広島県が実施する「令和８年度広島県市民後見人等養成研修委託業務」（以下「本業務」という。）に関

し、公募型プロポーザル参加者が企画提案書を作成するために必要な事項は次のとおりとする。 

 公募型プロポーザル参加者は、本業務の公告、公募型プロポーザル説明書及び本業務の仕様書を確認の

上、この要領により、必要な書類を提出するものとする。 

 

１ 企画提案時の提出書類（計８部（正１部、副７部） 

（１）提案書届出書（様式５） 

（２）企画提案書（任意様式） 

（３）見積書（様式６） 

※正 1 部は事業者の所在地、商号又は名称、代表者職氏名を記載の上、代表者印を押印し、下欄には

担当者連絡先を記載すること。 

副７部は、提案者が判別できるような記載等は一切行わないこと。 

 

２ 作成要領 

（１） 一般事項 

  ア 用紙サイズはＡ４版（両面使用）とし、縦置き横書き（横綴じ）で統一すること。図表サイズ等で

やむを得ずＡ４以上の用紙を使用する場合は、Ａ４サイズに折りたたむこと。 

  イ ページ番号を各ページの下部中央に印字すること。 

  ウ 審査の公正を期すため、企画提案書には、会社名、住所、ロゴマークなど、プロポーザル参加者を

特定できる表示を付してはならない。会社名を記載する場合は「当社」と記載すること。 

  エ 企画提案プレゼンテーションを予定しているため、20分以内に説明できるよう、全体を構成する

こと。 

（２） 企画提案書 

   業務委託仕様書を参考の上、次の項目について記載した企画提案書を作成すること。（項目の順序に

ついては、変更しても差し支えない。） 

項目 記載内容 

目的・趣旨 ・事業の目的・趣旨を十分に理解した上で、本業務を実施するにあたっ

ての基本的な方針やコンセプト、アピールポイント等を記載すること。 

企画提案 ・市町説明会、県民公開講座、市民後見人等養成研修について目的を理

解し、それぞれどの程度効果的な事業実施に繋がるか、説明会、公開講

座、養成研修についてシミュレーション、分析等を記載すること。 

・市民後見人等養成研修について、受講者が権利擁護支援の担い手とし

てふさわしい人となりを有しているかを確認可能なものを提案するこ

と。 

・市民後見人等養成研修について、受講者が県内各地域の権利擁護支援

の状況を理解できる内容を提案すること。 

・市民後見人等養成研修について、オンデマンド型での講義の受講状況

の確認方法が有効なものを提案すること。 

・配慮が必要な講座参加者や受講者がいる場合に、必要な対応を行うこ
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とができる内容を提案すること。 

・各広告媒体から県民公開講座及び市民後見人等養成研修へ誘導するこ

とができる内容を提案すること。 

・仕様書に掲げる、各事業における「目的・趣旨」、「対象者」、「内容」

等を踏まえ、各業務の「概要」、「取組みのポイント」、「確実な実施に向

けた手法」などを記載すること。 

・仕様書に掲げる「備考」、「留意事項」において求める内容を、具体的

に反映し、満たしていることが分かるように記載すること。 

・個人情報の保護に関する取組について記載すること。 

スケジュール・組織体制 ・業務期間全体を通してのスケジュールを記載すること。 

・また、迅速かつ柔軟な連絡調整が可能な体制について、提案すること。 

業務実績 ・本業務と同種、類似業務の実績について、実施年度、業務名、業務概

要、契約額（千円単位）、発注者等を記載すること。 

その他特記事項 ・本業務実施におけるプロポーザル参加者の優位性、業務終了後の継続

性や発展性など、特記すべき事項があれば記載すること。 

 

（３） 見積書 

  ア 本業務の実施に要する全ての費用の内訳（項目、数量、単価、金額等）を明らかにした見積書（様

式６）を提出すること。金額は、消費税及び地方消費税を含めた金額を記入すること。 

  イ 見積書は広島県知事宛とし、提案書には綴じこまず、別葉で提出すること。 

  ウ 見積書の内容については、経費の妥当性や価格の優位性が評価の対象となるものであること。 

  エ 予算額（上限額）は 14,071千円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。 

 

３ 注意事項 

 （１）提案は、１者につき、１件とすること。 

 （２）提案書の提出期限までに提案書を提出しない場合は、この公募型プロポーザルの参加を辞退した

ものとみなす。 

（３）提案書の再提出は、提出期限内に限り認める。なお、部分的な差替えは認めない。 

 


